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雇用保険部会報告（抄） 
 

男性の育児休業取得促進等に係る育児休業給付制度等の見直しについて 

 

２ 育児休業給付制度等の見直しの方向 

（１）子の出生直後の休業の取得を促進する枠組みに対応する育児休業給付 

  育児・介護休業法の改正による、子の出生直後の時期の現行制度より柔軟で

取得しやすい新たな仕組み（以下「新制度」という。）の創設に対応して、育児

休業給付についても、その一類型として、従来の制度的枠組みに基づく給付（育

児休業給付金）とは別に、子の出生後８週間以内に４週間までの期間を定めて

取得する休業に対して支給する新たな給付金（以下「新給付金」という。）を創

設する。その際、新給付金については、 

・２回まで分割して新制度に基づく育児休業を取得した場合にも、新給付金

を受給できる、 

・新制度において、一時的・臨時的な就労に加えて休業前に調整した上で就

労することが可能となることを踏まえ、休業中の就労の取扱いを、最大で

10 日（これを超える場合は 80 時間）の範囲内とし、賃金と給付の合計額

が休業前賃金の 80％を超える場合には、当該超える部分について給付を減

額する仕組みとする、 

・給付率やその他の制度設計については、現行の育児休業給付金と同等とし、

また、67％の給付率が適用される期間（６か月間）の取扱いについては、

新給付金と育児休業給付金の期間を通算する 

こととする。なお、支給手続は、煩雑にならないよう、子の出生後８週経過以

後に１度の手続により行うこととする。 
 

（２）育児休業の分割取得等 

  育児・介護休業法の改正により育児休業を分割して２回取得することができ

るようになることに対応して、育児休業給付についても、同一の子に係る２回

の育児休業まで支給することとする。また、事務負担を軽減する観点から、（１）

の新制度に基づく育児休業も含め、複数回育児休業を取得した場合、被保険者

期間要件の判定や、休業前賃金の算定については、初回の育児休業の際に行う

こととする。 

  また、育児・介護休業法の改正により１歳以降の延長の場合の育児休業の開

始日を柔軟化し、１歳～１歳半、１歳半～２歳の各期間の途中でも夫婦交代で

きるようになることや、第２子以降の子の産休により育児休業が終了し、死産

となった場合等の特別な事情があるときの再取得が可能となることに対応して、

育児休業給付についても、こうした場合には、例外的に３回目以降の育児休業

でも支給することとする。 
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